
F ． デ フ レ対 策
関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ．税 制 改 革

・産業再生法の抜本改正 ・産業再生法の抜本改正案 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成1 5 年3 月 今年度中の法案の成立。新
等、積極的産業調整の進め を1 月2 8 日に閣議決定 えて新たに3計画の認定制 未を申請期限としているた 法の的確な運営。
方の具体策 し、国会に提出。 度を追加。また、税制、政

策金融等の措置、商法の特
例について、支援措置を大
幅に拡大。

め、事業者が計画申請を行
いうる期間に間断が生じな
いよう、法案の早期の成立
が必要。

ハ ．規 制 改 革

・産業再生法の抜本改正 ・産業再生法の抜本改正案 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成1 5 年 3 月 今年度中の法案の成立。新
等、積極的産業調整の進め を1 月2 8 日に閣議決定 えて新たに3 計画の認定制 未を申請期限としているた 法の的確な運営。
方の具体策 し、国会に提出。 度を追加。また、税制、政

策金融等の措置、商法の特
例について、支援措置を大
幅に拡大。

め∴事業者が計画申請を行
いうる期間に間断が生じな
いよう、法案の早期の成立
が必要。

二 ．金 融 シ ス テ ム 改 革

・産業再生法の抜本改正 ・産業再生法の抜本改正案 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成 1 5年 3 月 今年度中の法案の成立。新
等、積極的産業調整の進め を1月2 8 日に閣議決定 えて新たに3 計画の認定制 未を申請期限としているた 法の的確な運営。
方の具体策 し、国会に提出。 度を追加。また、税制、政

策金融等の措置、商法の特
例について、支援措置を大
幅に拡大。

め、事業者が計画申請を行
いうる期間に間断が生じな
いよう、法案の早期の成立
が必要。
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●

・政策投資銀行による事業再
生ファンドへの出資制度を拡
充。産業再編に資する事業を
対象に加えた。

産 業 活力 再生 特別 措置 法 に
規定 す る基本 指針 に則 った

不 良債 権 処 理 の加 速 化に伴

い 、事 業再 生 案件 に関 す る
取 組 を行 う企 業 に対 して 出 ファンドへ の出 資ニーズ が 高
資 を行 う事業 にも措置 。 まることが 予 想され るところ、

来 年 度に おいても追 加 的な 予
算 措置 が 望 まれ る。

内閣府　 ‾
財務省

こ‾了 疎式会社産業再生橙構
法案」及 び 「株式会社産業

1 0 0 以上の ヒア リングを
実施 し、マーケ ットの最新

個別事業の再生支援による
我が国産業の再生、不良債

①法案の成立。
（診機構の設立及び 円滑な運

経済産業省 再生機構法の施行に伴 う開 の情報 ・ノウハウを活用 し 権の処理の促進 による信用 営。
係法律の整備等 に関する法 て、 3 ケ月弱の期間で法案 秩序の維持及び金融仲介機 ③平成 1 6 年度末までに集
律案」を通常国会に提出。 を準備。内容をわか りやす 能の回復のため、機構を可 中的 に債権を買取、その後

く国民に説明するため 5 3
項 目からなる Q ＆A を作成
し、法案の提出とともに公
表。

能な限 り早期に設立する。 3 年 以内 に取得 した債権等
の処 分を行 う。

ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

・産業再生法の抜本改正 イ早期事 業再生ガイドライン 早期事業再生の慣行定着に ガイドラインの活用・実現。 政府の取り組むべき課題につ
等、積極的産業調整の進め （案）」を作成、2月1 4 日よりパ 向けて、官民の取 り組むペ いては、関係省庁と協力しつ
方の具体策 ブリツクコメントを開始 （2 0 日

迄）。2月下旬に正式公表。
き課題を提案。 つ迅速に制度を整備し、民間

が取り組むべき課題について
は、広く関係者に働きかける。
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●　　　　　　　　　　　●
内閣府
財務省

・「株式会社産業再生機構
法案」及び 「株式会社産業

1 0 0 以上のヒアリングを
実施し、マーケットの最新

個別事業の再生支援による
我が国産業の再生、不良債

①法案の成立。
②機構の設立及び円滑な運

経済産業省 再生機構法の施行に伴う関 の情報 ・ノウハウを活用し 権の処理の促進による信用 営。
係法律の整備等に関する法 て、3 ケ月弱の期間で法案 秩序の維持及び金融仲介機 ③平成 1 6年度末までに集
律案」を通常国会に提出。 を準備。内容をわかりやす 能の回復のため、機構を可 中的に債権を買取、その後

く国民に説明するため5 3
項目からなるQ ＆A を作成
し、法案の提出とともに公
表。

能な限り早期に設立する。 3 年以内に取得した債権等

の処分を行う。

○中小企業政策 ・積極的産
業調整

・新陳代謝が進むような政
策、地方の中小企業支援に
国が補填する仕組み、保証
料引き上げも含む信用保証

の活用等

経済産業省 独創的な技術 ・アイデアに 平成1 5年2 月未の実績とし 本制度については、創設から 中長期的な取り組みとし
より新規性の高い事業に取 て、121件、11億7，5 0 0 万 約3ケ月が経ったが、本制度をて、制度の着実な実施を図
リ組む中小企業に対して 円の実績。 一層推進するため、更なる普 るとともに、一層の普及広
3，0け0万円の無担保融資を行
う 「起業挑戦支援無担保貸
出制度」を11月11日創設。

及広報活動が課題。 報活動などを推進する。
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経済産業省 ①昨年の1 5 5 回臨時国会 平成1 5 年1月未の実績と 本制度については、創設から 中長期的な取り組みとし
で 「中小企業信用保険法」 して、D I Pファイナンス 約3ケ月が経ったが、本制度をて、制度の着実な実施を図
を改正し、法的再建手続に は4 2件、3 2億7 ，2 0 一層推進するため、更なる曹 るとともに、一層の普及広
より再生計画が認可された
中小企業者等に対して金融
機関が融資を行う場合に、
事業再生保証 （D I P保
証）を行う制度を創設し
た。昨年 1 2月1 6 日より
施行。
（診また、D I P ファイナン
スについては、同年1 0 月
の r改革加速のための総合
対応策」を受けて、1 1月
末までに対象者の拡充を
行った。また、同年1 2 月

の 「改革加速プログラム」
を踏まえ、1 5 年2月3 日
より金利引き下げと担保徴
求免除特例の拡充措置を
行った。

0万円。 及広報活動が課題。 報活動などを推進する。

経済産業省 昨年の1 5 5 回臨時国会に 平成1．5年3月7日現在の実績本制度については、創設から 中長期的な取り組みとし
おいて、 「中小企業信用保 として、7号保証（金融機関の 約2ケ月が経ったが、本制度をて、制度の着実な実施を図
除法」を改正し、地域金融 経営合理化に伴う保証）につ 一層推進するため、更なる普 るとともに、一層の普及広
槻関の再編等により、融資
が減少している中小企業
者、貸付債権が整理回収機
構 （R C C ）に譲渡された
中小企業のうち、再生可能
な者をセーフティネット保
証の対象とした。昨年1 2
月1 6 日より施行。

いては、6．130件、1．18 2
億円、8号保証（R C C への貸
付債権の譲渡に伴う保証）に

ついては、6件、1億1，80 0
万円。

及広報活動が課題。 報活動などを推進する。
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●　　　　　　　　　　　●
経済産業省 売掛債権担保融資保証制度 平成 1 5 年3 月 7 日現在の 本制度創設から約一年経ち、 中長期的な取り組みとし

の一層の推進を図るため、 実績は、保証承諾件数 5 ， 累次の制度改善を行ってきた て、制度の着実な実施を図
昨年 1 1月 1 1 日より、契 5 1 8 件、融資実行額 2 ， が、本制度を一層推進するた るとともに、一層の普及広
約締結時から借入れが可能 5 2 3 億円 （平成 1 4 年 1 め、更なる普及広報活動が課 報活動などを推進する。
となるよう、制度の改善を
実施。また、本年 2 月 1 0
日より保証料率を 1 ％から
0 ．8 5 ％に引き下げ。

0 月未においては、 3， 3

8 2 件、 1，3 9 0 億円の
実績）。

題。

経済産業省 平成1 4年度補正予算におい 中小企業信用保険制度は依 平成15年4月1日より、保証
て、中小企業信用補完制度の 然財政的に厳しい状態にあ 料率を1％から1．3％に引き
財政基盤の強化として約2，0 リ、今後も信用補完制度を維 上げるとともに、今後の信用
00億円の予算を確保したとこ 持していくためにも、更なる基 保険の財政基盤の強化に万
ろ。 盤強化が課題。 全を図る。
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●

F ． デ フ レ対 策
関係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ． 税 制 改 革

③産業再生法の抜本改正 経済産業省 産業再生法の抜本改正案を 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成1 5 年 3月 今年度中の法案の成立。新
産業活力再生特別措置法 1 月2 8 日に閣議決定し、 えて新たに3 計画の認定制 末を申請期限としているた 法の的確な運営。
（産業再生法）の抜本改正 国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行

を行い、 「基本指針」を踏 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
まえて、事業再構築、共同 例について、支援措置を拡 いよう、法案の早期の成立
事業再編、経営資源再生等
の取組に対し、所要の支援
措置を講ずる。これによ
り、個別企業の事業再構築
に加え、企業の壁を越えた
業界再編、活用可能な経営
資源の早期再生を加速す
る。

大。 が必要。

ハ ． 規 制 改 革

③産業再生法の抜本改正 経済産業省 産業再生法の抜本改正案を 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成 1 5年 3 月 今年度中の法案の成立。新
産業活力再生特別措置法 1 月2 8 日に閣議決定し、 えて新たに3 計画の認定制 未を申請期限としているた 法の的確な運営。
（産業再生法）の抜本改正 国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行

を行い、 「基本指針」を踏 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
まえて、事業再構築、共同 例について、支援措置を拡 いよう、法案の早期の成立
事業再編、経営資源再生等
の取組に対し、所要の支援
措置を講ずる。これによ
り、個別企業の事業再構築
に加え、企業の壁を越えた
業界再編、活用可能な経営
資源の早期再生を加速す
る。

大。 が必要。
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●　　　　　　　　　　●

二．金融システム改革
「産業再生機構（仮称】」

の創設
・企業再生に取り組むため
の新たな機構（産業再生機
構（仮称））を預金保険機
構の下に整理回収機構（R
CC）と並んで創設する。
同機構は、「基本指針」に
従い、金融機関において
「要管理先」等に分類され

ている企業のうち、メイン
パンク・企業間で再建計画
が合意されつつある等によ
り当該機構が再生可能と判
断する企業の債権を、企業
の再生を念頭に置いた適正
な時価で、原則として非メ
インの金融機関から買い取
る。再建計画及び罠取価格
等の適正性を担保するた
め、機構内に有識者からな
る　r産業再生委員会（仮
称）」を設ける。

機構は、 再生企業への追
加融資や出資、信託、保証
機能等を備える金融機関
（株式会社形態かつ存続期

間を設定）とする。機構の
設立及び運営は、金融界や
産業界に相当規模の専門家
の派遣を要請するなど、可
能な限り民間部門の人的・
資金的な支援を得て行うと
ともに、政府として、関係
省庁からの出向や機構の資
金調達に対する政府保証の
付与など、所要の人的・財
政的支援を行う。

内閣府
財務省
経済産業省

「株式会社産業再生機構法
案」及び「株式会社産業再
生機構法の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律
案」を通常国会に提出

・100以上のヒアリング
を実施し、マーケットの最
新の情報・ノウハウを活用
して、3ケ月弱の期間で法
案を準備。
・内容をわかりやすく国民
に説明するため53項目か
らなるQ＆Aを作成し、法
案の提出とともに公表。

・個別事業の再生支援によ
る我が国産業の再生、不良
債権の処理の促進による信
用秩序の維持及び金融仲介
機能の回復のため、機構を
可能な限り早期に設立す
る。

政策目標F・経産省・改革加速のための総合対応策

法案の成立
②機構の設立及び円滑な運
営
③平成16年度未までに集
中的に債権を買取、その後
3年以内に取得した債権等
の処分を行う。
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●　　　　　　　　　　●

・機構とメインパンクで企
業の債権の相当部分を保有
し、強力に企業のリスト
ラ・経営再建を推進する。
企業再生策の作成は、メイ
ンパンクの情報、ノウハ
ウ、資金 （つなぎ資金、

ニューマネー）、人材を最
大限活用する。橡構は、政
府全体の協力を得て、業界
内での再編なくして再生不
能と考えられる企業につい
て、機構内に集積された情
報を踏まえ、 「基本指針」
に従い、産業の再編も視野
に入れた企業の再生策を樹
立 ・実行する。政策金融橡
関の出融資も活用する。

③産業再生法の抜本改正 経済産業省 産業再生法の抜本改正案を 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成1 5 年3 月 今年度中の法案の成立。新
産業活力再生特別措置法 1 月2 8 日に閣議決定し、 えて新たに3計画の認定制 未を申請期限としているた 法の的確な運営。
（産業再生法）の抜本改正 国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行
を行い、 「基本指針」を踏 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
まえて、事業再構築、共同 例について、支援措置を拡 いよう、法案の早期の成立．
事業再編、経営資源再生等 大。 が必要。
④日本政策投資銀行による財務省 企業再生ファンドへの出資制 企業再生ファンドの組成の促 の苫X3）
事業再生 ・産業再縞に係る金融庁 度について、運用の弾力化 進 企業再生ファンドへの出資制
支援機能の充実

・企業再生ファンドへの出
資制度の拡充、再建企業の
資産を買収 ・承継する第三
者企業に対する融資制度の
充実等を行う。

経済産業省 （平成14年11月22日） 度、D IPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。
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財務省
経済産業省

再建企業の資産を買収・承継
する第三者企業に対する融資
制度について、融資対象に営
業権等の非設備資金を加える
等の制度拡充（平成14年11月
22日）

企業再生ファンドへの出資制
度、DtPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。
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・金融市場の活性化を図 経済産業 金融‘‘資本市場活性化のた 民間金融機関の取り組むロー ①②③
リ、適切な資金の供給がな 省 め、ローン担保証券（C LO ）等 シ担保証券（C LO ）に対する リスクアセット圧縮により与信
されるよう、ローン担保証 の組成を支援する制度を創設 支援を実施 の改善を図る民間金融機関の
券 （C L O ）を含むクレ
ジット・デリバティブの活
用など、金融上の仕組みの
整備に対する支援を行う。

（平成14年11月22日） 取組に適切に対応

・厚みのある市場を整備す 財務省 金融・資本市場活性化のた 民間金融機関の取り組むロー ①②③
るとともに、金融市場の活経済産業省 め、ローン担保証券（C LO ）等 ン担保証券（C LO ）に対する 厚みのある市場の整備等につ
性化を図るため、日本政策 の組成を支援する制度を創設 支援を実施 ながる民間金融機関の取組に
投資銀行は、・民間金融機関
と連携して証券化の手法を
活用する。

（平成14年11月22日） 適切に対応

政策目標F・経産省・改革加速のための総合対応策 Page5



ホ．その他の制度改革
② 「産業再生機構（仮称）」
の創設
・企業再生に取り組むため
の新たな機構（産業再生機
構（仮称））を預金保険機
構の下に整理回収機構（R
CC）と並んで創設する。
同機構は、「基本指針」に
従い、金融機関において
「要管理先」等に分類され

ている企業のうち、メイン
バンク・企業間で再建計画
が合意されつつある等によ
り当該機構が再生可能と判
断する企業の債権を、企業
の再生を念頭に置いた適正
な時価で、原則として非メ
インの金融機関から買い取
る。再建計画及び買取価格
等の適正性を担保するた
め、機構内に有識者からな
る「産業再生委員会（仮
称）」を設ける。

・機構は、再生企業への追
加融資や出資、信託、保証
機能等を備える金融機関
（株式会社形態かつ存続期

間を設定）とする。機構の
設立及び運営は、金融界や
産業界に相当規模の専門家
の派遣を要請するなど、可
能な限り民間部門の人的・
資金的な支援を得て行うと
ともに、政府として、関係
省庁からの出向や機構の資
金調達に対する政府保証の
付与など、所要の人的・財
政的支援を行う。

内閣府
財務省
経済産業省

「株式会社産業再生機構法
案」及び「株式会社産業再
生機構法の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律
案」を通常国会に提出

・100以上のヒアリング
を実施し、マーケットの最
新の情報・ノウハウを活用
して、3ケ月弱の期間で法
案を準備。
・内容をわかりやすく国民
に説明するため53項目か
らなるQ＆Aを作成し、法
案の提出とともに公表。

・個別事業の再生支援によ
る我が国産業の再生、不良
債権の処理の促進による信
用秩序の維持及び金融仲介
機能の回復のため、機構を
可能な限り早期に設立す
る。

政策目標F・経産省・改革加速のための総合対応策

法案の成立
（診機構の設立及び円滑な運
営
③平成16年度未までに集
中的に債権を買取、その後
3年以内に取得した債権等
の処分を行う。
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●　　　　　　　　　　●

・機構とメインパンクで企
業の債権の相当部分を保有
し、強力に企業のリスト
ラ・経営再建を推進する。
企業再生策の作成は、メイ
ンパンクの情報、ノウハ
ウ、資金 （つなぎ資金、
ニューマネー）、人材を最
大限活用する。機構は、政
府全体の協力を得て、業界
内での再編なくして再生不
能と考えられる企業につい
て、橡構内に集積された情
報を踏まえ、 「基本指針」
に従い、産業の再編も視野
に入れた企業の再生策を樹
立・実行する。政策金融機
関の出融資も活用する。

④日本政策投資銀行による財務省 企業再生ファンドへの出資制 企業再生ファンドの組成の促
進

①②③
事業再生・産業再編に係る金融庁 度について、運用の弾力化 企業再生ファンドへの出資制
支援権能の奉実

・企業再生ファンドへの出
資制度の拡充、再建企業の
資産を買収・承郷する第三
者企業に対する融資制度の

経済産業省（平成14年11月22日） 度、DIPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生1産業再編を支援。

財務省 再建企業の資産を買収・承継 事業再生の円滑な進捗 ①②③
充実等を行う。 経済産業省する第三者企業に対する融資

制度について、融資対象に営
業権等の非設備資金を加える
等の制度拡充（平成14年11月
22日）

企業再生ファンドへの出資制
度、DIPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。

政策目標F・経産省・改革加速のための総合対応策 Page7



●　　　　　　　　　　●
・独創的な技術、アイディ経済産業省 昨年1 1月1．1 日より実 平成1 5年2 月未の実績と 本制度については、創設から 中長期的な取り組みとし
ア等により新たな事業分野 施。 して、1 2 1件、1 1億 約4ケ月が経ったが、本制度をて、制度の着実な実施を図
を創造する中小企業者に対 7 ，5 0 0 万円の実績 一層推進するため、更なる普 るとともに、一層の普及広
する無担保融資制度を創設
する （商工中金）。

及広報活動が課題。 報活動などを推進する。

（2）セーフティ・ネット経済産業省 昨年1 1 月1 1 日より、貸 平成 1 5年2 月末の実績と 本制度については、制度改善 中長期的な取り組みとし
貸付 ・保証の拡充 付限度額を3千万円から5 して、2 万3千件、1 ，4 から約4ケ月が経ったが、本制 て、制度の着実な実施を図
①政策金融の活用 千万円に引上げを実施。 7 0 億円。 度を一層推進するため、更な るとともに、一層の普及広
・貸し渋り無担保融資制度

の限度額を引き上げる （商
工中金）。

る普及広報活動が課題。 報活動などを推進する。

政策目標F・経産省・改革加速のための総合対応策 Page8
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・私的整理ガイドラインに経済産業省 D I P ファイナンスについ 平成1 5 年2 月末の実績と 本制度については、制度改善 D I P ファイナンスについ
沿って整理を行う者を事業 ては、．平成1 4 年1 1 月1 して、D I P ファイナンス から約4ケ月が経ったが、本制 ては、中長期的な取り組み
再生支援融資制度 （D I P 1’日、2 9 日に私的整理ガ は5 5 件、4 4 億3，2 0 度を一層推堪するため、更な として、制度の着実な実施
ファイナンス）の対象事業 イドラインに沿って私的整 0 万円。 る普及広報培動が課乱 を図るとともに、一層の普
者に追加する （中小公庫 ・ 理が成立した事業者、R C また、協議会においても関係 及広報活動などを推進す
商工中金 ・沖縄公庫）。貸 C に貸付債権が譲渡された 省庁等と今後も密接な連携を る。
付債権がR C C に譲渡され 中小企業者のうち、再生可 とっていく。 協議会については、3 月中
た中小企業者のうち、再生 能な者を対象事業者に追 に第三回協議会を開催する
可能な者に対し融資を行う
制度を創設する （中小公
庫 ・商工中金 ・沖縄公
庫）。中小公庫、商工中
金、信用保証協会連合会、
預金保険機構、R C C 、金
融庁、経済産業省等による
再生可能な中小企業に対す
るファイナンス確保のため
の協議会を設置する。

加。また、同年1 2 月の
「改革加速プログラム」を
踏まえ、1 5年2 月3 日よ
り金利引き下げと担保徴求
免除特例の拡充措置を行っ
た。
協議会については、‘平成 1
1月2 2 日に第一回協議会
を開催し、本年1 月1 6 日
に第二回協議会を開催し
た。

予定。

・「貸し渋り・貸し剥し特経済産業省 昨年 1 1 月5 EH こ、中小公 平成1 5 年2 月2 8 日現在 本相談窓口において、中小 今後においても、各機関の
別相談窓口」の設置 （中小 庫 ・商工中金の全店に窓口 の実線として、商工中金的 企業者の切実なニーズに対 支店の窓口において、親身
公庫 ・国民生活公庫 ・商工 を設置。 1 9 0件、約6 1億円。中 応するべく、機動的な体制 できめ細やかな対応をする
中金 ・沖縄公庫）。 小公庫においては、約 1，

5 0 0件、約1千億円。
を整備すること＿が課題。 よう、徹底する。

政策目標F・経産省・改革加速のための総合対応策 Page9
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②信用保証の拡充 経済産業省 対象事業者の拡充を行った 平成15年3月7日現在の実績 本制度については、創設から 中長期的な取り組みとし
・新たに以下の中小企業者 セーフティネット保証につ として、7号保証（金融機関の 約3ケ月が経ったが、本制度をて、制度の着実な実施を図
を信用保証制度の対象に追 いては、昨年1 2 月1 6 日 経営合理化に伴う保証）につ 一層推進するため、更なる普 るとともに、一層の普及広
加し、セーフティ・ネット
保証の拡充を行う仲小企
業信用保険法の改正（臨時

国会）に
金融機関の相当程度の経

営合理化 （支店の削減等）
に伴って借入れが減少して
いる中小企業者。

より施行。 いては、6，130件、1．182億円、

8号保証（R C C への貸付債権
の譲渡に伴う保証）について
は、6件、1億2千万円。

及広報活動が課題。 報活動などを推進する。

貸付債権がR C C に譲渡 経済産業省 対象事業者の拡充を行った 平成15年3月7日現在の実績本制度については、創設から 中長期的な取り組みとし
された中小企業者のうち再 セーフティネット保証につ として、7号保証（金融機関の 約3ケ月が経ったが、本制度をて、制度の着実な実施を図
生可能な者。 いては、昨年1 2 月1 6 日 経営合理化に伴う保証）につ 一層推進するため、更なる普 るとともに、一層の普及広

より施行。 いては、6．130件、1，182億円、

8号保証（R C Cへの貸付債権
の譲渡に伴う保証）について
は、6件、1億2千万円。

及広報活動が課題。 報活動などを推進する。

・法的再建手続に入り、再 経済産業省 事業再生保証 （D I P 保 制度の説明のリーフレットを配 本制度については、創設から 中長期的な取り組みとし
生計画が認可された中小企 証）については、昨年1 2 布する等、中小企業者の制度 約3ケ月が経ったが、本制度をて、制度の着実な実施を図
業者等に対する事業再生保 月1 6 日より施行。 への認知が深まっている。 一層推進するため、更なる和 るとともに、一層の普及広
証制度 （D I P 保証）の創
設 （中小企業信用保険法の
改正 （臨時国会））。

用促進活動が課題。 報活動などを推進する。

・譲渡禁止特約解除の推 経済産業省 1 4 年 1 1 月1 1 日より、 平成1 5年 3 月7 日現在の 本制度創設から約一年経ち、 中長期的な取り組みとし
進、手続の簡素化や制度の 契約締結時から借入れが可 実績は、保証承諾件数5 ， 累次の制度改善を行ってきた て、制度の着実な実施を図
弾力的な運用により、売掛 能となるよう、制度の改善 5 1 8件、融資実行額2 ， が、本制度を一層推進するた るとともに、一層の普及広
債権担保融資制度の一層の を実施。また、1 5年 2 月 5 2 3億円 （平成 1 4 年 1 め、更なる普及広報活動が課 報活動などを推進する。
普及を図る。 1 0 日より保証料率を1 ％

から0 ．8 5 ％に引き下
げ。

0 月末においては、3 ，3

8 2 件、1，3 9 0 億円の
実績）。

題。
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令　　　　　　　　　　書

F ．デ フ レ対 策
関係

府 省等
対応状 況 主 な成果 課題 これ か らの取 り組 み

口．歳 出改革

新規の都市開発事業につい 国土交通省 平成14年度予算において、都 ・引き続き都市開発事業につ
て既成市街地の事業に重点
をシフトする。

市開発事業について、既成市
街地への重点的な配分を行っ
た。

いて、重点的な配分を図る予
定。

ホ ．その他 の 制度 改革

新規の都市開発事業につい
て既成市街地の事業に重点
をシフトする。

国土交通省再掲

都市部における地籍調査の国土交通省 外部の専門技術者のより 都市部における地籍調査 都市部においては、土地 ①第1 5 6回国会会期末
計画的かつ集中的な実施 積極的な活用と都市再生に が推進された。 の細分化・権利関係の複雑 外部専門技術者の積極的

係る各種事業との連携の強 さ等が地籍調査実施上の陰 活用等を内容とする都市再
化の観点から、都市再生地
籍調査事業を実施した。

路となっている。 生地籍調査事業等を実施
し、都市部における地籍調
香の桔摘」的な推進を灰lる＿

地価公示価格情報の一層の 国土交通省 ・地価公示に係る鑑定評価 ・地価公示制度への一般の
開示 （取引当事者、取引対
象地等が特定されない範囲
で、評価の手続、評価に用
いた基礎的情報を閲覧等に
より一般に公開）

書記載事項のうち、現在情
報公開法の手続きを経て開
示している情報を国土交通
省の窓口での閲覧に供する
ため平成14年に構築された
電子システムについて、平
成14年地価公示に係る情報
を追加し、閲覧に供する環
境を拡充・整備した。

・平成15年地価公示 （平成
15年3月2．5日公表）に関する
公表資料において、具体的
な評価内容等がより明確に
分かる資料を追加した。

理解の促進が図られた。

政策目標F・国土交通省・基本方針（改革工程表） Pagel



▲　　　　　　　　　　　　　　 ℡
より収益性を重視する方向 国土交通省 ・平成13即 日に、国土審 ・収益性を重視した鑑定評 1■■r
での不動産鑑定評価基準の 議会土地政策分科会におい 価の充実が図られるととも
見直しについて基本的事項 て 「不動産鑑定評価基準の に、鑑定評価の結果につい
を整理 ・公表 改定骨子案」が取りまとめ

られたことを受け、パブ
リックコメン ト手続を実施
した。

・平成14年 7 月に不動産鑑
定評価基準を改正し、関係
者に対し通知した （r不動
産鑑定評価基準等の改正に

ついて」 （平成14年 7 月 3
日付け国土地第83号　 国土
交通事務次官通知））。な
お、新基準については、平
成15年 1 月より運用を開始
した。

ての説明責任の強化が図ら

れた。

土地の取引価格情報につい 国土交通省 ・14年12 月より国土審議会 ・土地情報W G において検討
て、国民からの要請lご応 じ 土地政策分科会の下にある土 を進め、平成15年秋を目途に
て適切な形で提供できる仕 地情報W G において、取引価 取引価格情報等の整備・提供
組みの早急な検討 格情報等の土地情報の整備・

提供方策について検討を行っ

ているところであり、平成1 5年
秋を目途に結論を取りまとめ
る予定。

方策について結論を得る予
定。

不動産鑑定評価基準につい 国土交通省 ・平成13年12月に、国土審 ・収益性を重視した鑑定評
て、より収益性を重視する 議会土地政策分科会におい 価の充実が図られるととも
方向での改正 て r不動産鑑定評価基準の

改定骨子案」が取りまとめ
られたことを受け、パブ
リックコメント手続を実施
した。

・平成14年 7 月に不動産鑑
定評価基準を改正し、関係
者に対し通知した （「不動
産鑑定評価基準等の改正に

ついて」 （平成14年 7 月 3
日付け国土地第83号　 国土
交通事務次官通知））。な
お、新基準については、平
成15年 1 月より運用を開始
した。

に、鑑定評価の結果につい

ての説明責任の強化が図ら
れた。

政策目標F・国土交通省・基本方針（改革工程表） Page2
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廃棄物の処理及び
ルの推進に開し、技術開発
や社会の仕組みの確立など
を進める。例えば、循環型
社会形成を進める静脈物流
システム、静脈にかかる情
報ネットワークの構築及び
リサイクル事業の活性化を
進める。

国土交通省 東 圏における建設廃棄
物共同集配システム実証実
験の実施
東京圏の臨海部等の遊休

地を活用したリサイクル事
業を促進するフィージビリ
ティスタディ調査を実施。

・調査対象廃棄物　コン
クリート塊、アスファルト
塊、建設発生木材、建設汚
泥、金属くず、廃プラス
ティック等の建設廃棄物等

・調査項目
①産業廃棄物の排出・収

集・運搬・処理・再資源化
の現状と課題の把握。
②収集・運搬・再資源化

の関連インフラの状況と課
題の把握。
・トラック等による効率
的・低コストの収集・運搬
システムの検討。
・現在、実験結果解析及び
各種課題の検討を実施中。

1実験結果を整理の上、成
果の利活用が図られるべく
記者発表予定。
・今後、今回実験を行った
廃棄物共同集配システムの
導入促進を図るための基礎
資料として活用。

については今後整理の予
定。
・建設廃棄物の共同収集・
運搬の管理・運営基地とな
るリサイクルセンターの検
討。

第156回国会会期末
実験結果の整理後、建設

廃棄物共同集配システムの
導入促進に係る検討を実施
する。

②平成15年末
必要があれば、今回の実

験により判明した課題及び
システム導入促進に係る検
討を踏まえ、システムの改
善に係る追加的な検討を実
施する。

③それ以降
建設廃棄物共同集配シス

テムの導入促進に係る施策
検討を実施する。
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F．デフレ対策 対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ホ．その他の制度改革
「循環型社会形成推進基本
計画」を平成14年度未ま
でに策定し、関係府省は、
循環型社会に対応した新た
なライフスタイル、ビジネ
ススタイルの普及を推進す
ること等により、静脈産業

の育成、グリーン物品の市
場拡大等を図る。

国土交通省 における建設廃棄
物共同集配システム実証実
験の実施
東京圏の臨海部等の遊休

地を活用したリサイクル事
業を促進するフィージピリ
ティスタディ調査を実施。
・調査対象廃棄物　コンク
リート塊、アスファルト
塊、建設発生木材、建設汚
泥、金属くず、廃プラス
ティック等の建設廃棄物等
・調査項目
①産業廃棄物の排出・収
集・運搬・処理・再資源化
の現状と課題の把握。
（診収集・運搬・再資源化の
関連インフラの状況と課題
の把握。
・トラック等による効率
的・低コストの収集・運搬
システムの検討。
・現在、実験結果解析及び
各種課題の検討を実施中。

・実験結果を整理の上、成
果の利活用が図られるぺく
記者発表予定。
・今後、今回実験を行った
廃棄物共同集配システムの
導入促進を図るための基礎
資料として活用。

・実験結果を整理し、課題
については今後整理の予
定。
・建設廃棄物の共同収集・
運搬の管理・運営基地とな
るリサイクルセンターの検
討。

第156回国会会期末
実験結果の整理後、建設

廃棄物共同集配システムの
導入促進に係る検討を実施
する。

②平成15年末
必要があれば、今回の実

験により判明した課題及び
システム導入促進に係る検
討を踏まえ、システムの改
善に係る追加的な検討を実
施する。

③それ以降
建設廃棄物共同集配シス

テムの導入促進に係る施策
検討を実施する。
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F ．デ フレ対策
関係

府省等
対応状況 主な成果 課題 これか らの取 り組み

二．金融システム改革

2．資産デフレの克服にも国土交通 昨年11月から平成15年5月ま ・旧不動産シンジケーショ ・個人投資家へのJ リート ・（社）不動産証券化協会等
寄与する証券・不動産市場省・金融庁でをJ リート市場活性化 ン協議会が、11月中旬に新 の普及に向け、（社）不動産 と連携のうえ、既に不動産
の活性化 キャンペーン期間と位置付 聞主要3紙の朝夕刊にJ リー証券化協会等を通じて、引 証券化商品の普及・啓発活
（3）不動産流動化の促進 け、特別キャンペーンを推 トの普及・啓発に関する広 き続き積極的なキヤンペー 動に実績を有する国の普
・不動産証券化の推進 進中． 告を掲載。 ンを実施。 及・啓発活動についての実
不動産証券化商品 （J－ ・不動産証券化商品に開す 態調査を実施。

R E IT等）に関する普 る普及・啓発活動等を行う ・（社）不動産証券化協会に
及・啓発活動を積極的に実 （杜）不動産証券化協会の設 おいて、」リートに関する
施する。 立を12月4日に許可。 リーフレットを作成。

2．資産デフレの克服にも国土交通 投資家がJ リートへの投資 ・（社）不動産証券化協会の ・引き続きJ リートに関す ・（社）不動産証券化協会等，
寄与する言正券・不動産市場省・金融庁を検討するために必要なイ ホームページ上で、マー るインデックス、データ を通じて、データベース等
の活性化 ンデックスやそれらの基と ケット情報等のJ リート開 ペース等の整備を促進する．の一層の整備を促進する。
（3）不動産流動化の促進 なるデータベース等の整備 連情報を4月中を目途に公開
・不動産証券化の推進
J－R E tT に関するイ

ンデックス、データベース
等の整備を促進することに
より、投資家への情報提供
を充実する。

に向け、民間団体 （（社）不
動産証券化協会等）が作業に
着手。

予定。

ホ．その他の制度改革

3．民間投資・消費を誘発国土交通省地籍調査の実施に先立ち、 都市再生緊急整備地域にお
する都市再生の促進
（1）都市再生緊急整備地

域の指定及び事業の支援

・地籍調査の重点的な実施
による民間都市開発の円滑
化。

都市再生緊急整備地域にお
ける地図の状況調査等を実
施。

ける地籍調査の実施を推進。
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3 ．民間投資 ・消貴を誘発 国土交通省 ・平成14年度において都市 ・土地の流動化、都市の再生 1民間の建築投資環境の整備 ・今国会に「独立行政法人都

する都市再生の促進 再生緊急整備地域等におけ を図り、良問投資誘発及び雇 を促進。 市再生機構法案」を提出。
（1）都市再生緊急整備地 る土地有効利用事業の重点 用創出に資する。 ・新法人への移行及び都市再

域の指定及び事業の支援 的な実施のため、制度変更 生緊急整備地域の指定状況
・都市基盤整備公団の土地
有効利用事業の重点的な実
施。

等を実施。 等を踏まえつつ、土地有効利
用事業における民間建築投資
を誘導するためにコーディネー
ト等を推進。

3 ．民間投資 ・消費を誘発 国土交通省 都市計画道路の供用を早め 地方公共団体において、残 今後、完了期間宣言路線の
する都市再生の促進 る取組みを強化する。 りわずかな用地買収が事業 追加公表も含め、完了・供用
（2）都市再生プロジェク 進捗の陸路となっている路 時期を明示し、供用を早め
ト等の活用 線等を、一定期間内に完了 る取組みの倍増を目指し、
・都市計画道路の緊急整備

を行うため、 「完了期間宣
言路線」の追加公表を含
め、完了 ・供用時期を明示
し、供用を早める取組の倍
増を目指し、これを重点的

に支援する。また、優良な
民間都市開発を支える都市
計画道路を、事業認可区間

の弾力化等により、機動
的 ・重点的に整備する。

させる路線（完了期間宣言路
線）として公表
日14．1～2　東京都、横浜
市、大阪市の計28路線につ
いて完了期間を宣言、うち
5路線についてH14年度完了

これを重点的に支援する．
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